
個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 空家台帳ファイル 

実施機関の名称 市川市長 

個人情報ファイルが利用に 
供される事務をつかさどる 

組織の名称 
街づくり部 空家対策課 

個人情報ファイルの利用目的 
空家対策業務において所有者等を把握するために利用す

る。 

記 録 項 目 

１ 空家ＩＤ、２ 地図ページ、３ 所在地、 

４ 土地面積、５ 接道有無、６ 接道道路種別、 

７ 建物竣工年、 ８ 延床面積、９ 用途、 

１０ 構造、１１ 階数、１２ 用途地域、 

１３ 所有者調査状況、１４ 所有者特定日、 

１５ 直近連絡日、１６ 通知種別、 

１７ 回答・是正期限、１８ 現場調査日、 

１９ 調査者、 

２０ 完了（除却、是正等で特定空家等に案件終了した場

合入力）、２１ 内容（除却、是正等）、 

２２ 使用実態、 

２３ 特定空家等（特定空家要件に合致する場合入力）、 

２４ 倒壊危険度、２５ 飛散等危険度、 

２６ 空家ランク、２７ 空家ランク（旧）、 

２８ 備考、 

２９ 特定空家等に該当すると確認した現場調査日、 

３０ 空家であったことがないもの、 

３１ 土地登記簿取得日、 

３２ 土地登記上の所有者氏名、 

３３ 土地登記上の所在地、 

３４ 建物登記簿取得日、 

３５ 建物登記上の所有者氏名、 

３６ 建物登記上の所在地、 

３７ 土地建物登記備考、 

３８ 固定資産税土地建物課税年度、 

３９ 固定資産税土地所有者氏名、 

４０ 固定資産税土地所在地、 

４１ 固定資産税建物所有者氏名、 



４２ 固定資産税建物所在地、 

４３ 固定資産税土地建物備考、 

４４ 最寄り駅からの距離、 

４５ 是正実績（除却を除く）、 

４６ 続柄、４７ 送付先住所、４８ 台帳入力日、 

４９ 台帳入力者、５０ 対応者、 

５１ 相手先の氏名（面談相手）、５２ 相手の属性、 

５３ 分類（情報提供、相談、照会等面談内容の分類）、 

５４ 内容、５５ 案件区分、５６ 現在の対応状況、 

５７ 次の対応、５８ 今後の方針、５９ 更新日、 

６０ 対応期日、６１ 病歴、６２ 社会的身分、 

６３ 犯歴 

記 録 範 囲 空家所有者、空家の管理者、それらの者の法定相続人等 

記録情報の収集方法 

空家所有者、空家所有者の家族及び空家の管理者の申告、

市川市市民課からの住民基本台帳システムによる提供、官

公署に対する公用請求、法務局に対する登記申請、市川市

の各消防署、近隣住民、議員、自治会等からの情報提供 

要配慮個人情報が含まれる 
ときは、その旨 

含む 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する 
組織の名称及び所在地 

（名 称）街づくり部 空家対策課 

（所在地）〒２７２－８５０１ 市川市南八幡２－２０－２ 

訂正及び利用停止に関する 
他の法令の規定による 

特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第６０条第２項第１号 

 （電算処理ファイル） 
□法第６０条第２項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第２１条第７項に該当 

するファイル 

    □有 ☑無 

備   考 作成年月日：令和５年４月１日 
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